
 

 

 

 

１．はじめに 

情報通信技術の発展によるユビキタス社

会の到来により、あらゆる情報機器、あら

ゆるネットワークが相互に接続し、常時、

あらゆる場所でコミュニケーションが可能

となる環境が実現すると考えられている。 

このようなコミュニケーション環境にお

いては「人－人」「物―物」「人―物」の３

つ通信パターンがあり[1]、コミュニケーシ

ョンの目的に応じて、送受信される情報内

容やその制御手法について検討することが

必要である。 

「人-人」間のコミュニケーションについ

ては音声通信や電子メール等の通信制御等

に関する検討が、また「物-物」間のコミュ

ニケーションについては ID センシング技

術を活用した物流管理等に関する検討が従

来から広く実施され、また商用化されてい

る。これに対し「人-物」間のコミュニケー 

ションにおいては、その主要な実施形態で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある電子チケット等の普及が、今後、大き

く増加することは期待されることから、検

討課題が多く存在すると考えられる。 

本発表では「人―物」間のコミュニケーシ

ョンに着目し「人」の所有に関する心理の

観点から「人」の「物」に対する購買動機

と「物」の役割についての商品分類の心理

モデルを電子化された「実体のない物」に

適用する。そして「物」から「人」への情

報通知を適切に実施して「所有感」を効果

的に創出する実現手法を提案する。 

 

２．「人」と「物」に着目した想定される 

ユビキタス環境 

今後のユビキタス社会では、モバイル IP

技術、ID センシング技術、本人認証やコン

テンツ保護を含むセキュリティ技術等の発

展により、図 1 に示すような「人」と「物」

に着目したユビキタス環境になると想定さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人と物のコミュニケーションによる所有感の実現手法の提案 
黒柳大造 斉藤典明 

日本電信電話株式会社 NTT 情報流通プラットフォーム研究所 

高機能化された
モバイル端末

電子化された物
（実体の在るもの

／実体のないもの）

個人端末が本人識別の
代用手段（通信から
決済,本人認証まで）
となる。

ローカル
通信

電子化された「物」
（実体がないもの
：チケット、ソフト、
　実体に関係する情報
　（履歴情報、価値情報）

・RF-IDなどのセンサー技術により
常時状態管理

・あらゆるものにＩＤが付与され
活用できる世界

・様々な価値が電子化

 

図 1:「人」と「物」に着目した想定されるユビキタス環境 

Creation Method of Possession of Electronic Object 
Daizo Kuroyanagi  Noriaki Saito       
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3-9-11 Midori-Cho Musashino-shi Tokyo 180-8585 Japan 
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ここでは以下の２つのコミュニケーショ

ン主体が想定される。 

・高度化されたモバイル端末 

・電子化された物 

ユビキタス社会におけるコミュニケーシ

ョン環境では、ネットワークや情報機器は

その人が所有する個人モバイル端末を検知

することでその「人」を認識する。また個

人モバイル端末は、通信機能、決済･権利の

代用機能や自分が本人であることを証明す

る本人認証機能を持つ。そのため個人モバ

イル端末は個人を識別する情報を自分の中

に管理し、プライバシー保護上問題のない

範囲でネットワークや情報機器に提示する。 

また、「電子化された物」として、実態の

ある「物」と実体の無い「物」の両方が「物」

として認識される。 

（A）実体のある物 

「実体のある物」とは、日常生活の中で

我々の周囲に存在する物品全てを指す。そ

れらの「実体のある物」には全てユニーク

な ID が付与され、ネットワークは広く各所

に設置した READER でその ID を検知するこ

とでその「物」を認識する。「物」は自分の

ID に加えて、その「物」に関する所有者、

動作状態、動作履歴などの情報をネットワ

ークに対して提供する可能性もある。 

（B）実体のない物 

「実体のない物」とは、チケット、ソフ

ト、クーポン権等のなんらかの権利・価値

を保持するものを指す。またレア物の希少

性を証明する情報、著名人が所有した物品

の使用物履歴を証明する情報等もこれに該

当する。ユビキタス環境下では、その権利・

価値が個人モバイル端末に電子的に格納さ

れ、その一つ一つに電子的に ID が付与され

る。個人モバイル端末やネットワークは端

末本体や広く各所に設置した READER でそ

の電子的な ID を検知することでその「物」

を認識する。「物」は自分の電子的 ID に加

えて、その「物」に関する所有者、動作状

態、動作履歴などの情報を個人モバイル端

末やネットワークに対して提供する可能性

もある。 

本発表では、電子チケット等の電子的権

利・価値である「実体のない物」が、今後、

広く普及すると考えられることから、検討

対象を「実体のない物」に絞る。 

現在、一般の消費者がデジタルコンテン

ツに対し不安に感じる大きな理由として形

が無いことがあげられる[2]。これより、「実

体のない物」に対する「所有感」を感じる

ことはその所有者に安心を与えることであ

ると考えられる。所有者が「実体のない物」

に対して安心を感じるためには、その「実

体のない物」に対して所有者が要求する要

素が常時満たされていることが必要となる。 

ここで所有に関する心理モデルである HM

理論[3]が提唱する所有者の購買動機と

Woods,W.Aの商品分類モデル[4]が提唱する

商品分類を「実体のない物」に適用する。

それによって得られる所有者の購買動機と

商品の役割を用いて所有者の「物」に対す

る要求を抽出し、それを満たすことにより

「所有感」を創出する手法を提案する。 

本発表では、今後の電子的権利・価値で

ある「実体のない物」の普及に伴いその用

途やそれを活用したサービス形態の多様化

が予想されることから、Woods,W.A の商品

分類モデルで示される電子化された「実体

のない物」を役割から、今後、検討が最も

重要になると思われる役割を検討対象とし

て一つに絞り実現手法を検討する。 

 

３．Woods,W.A の商品分類モデル 

商品分類については、Woods,W.A の商品分

類モデルが提唱されている。表１にその概

要を示す。 

Woods,W.A の商品分類モデルでは、商品の

役割を表 1 に示す 4 つの区分に分類してい

る。 

そのうち表 1(4)は消費者の生活が成り立

つことを保証する必須商品、表 1(1)～表

1(3)は表 1(4)が満たされた上で消費者の生

活に付加価値を加えるための商品である。 
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表 1：Woods,W.A の商品分類モデル 

 役割 例 

(1) 自我を拡大 
自動車、住宅、家具、

時計 等 

(2) 自我の防衛 
石鹸、防臭剤、育毛

剤 等 

(3) 快楽 
ファッション品、食

料品、酒類 等 

(4) 
機能性 

（基本） 

文化的、社会的にあ

まり影響を与えな

い商品。 

 

４．HM 理論 

消費者の購買動機を分析した理論として

「HM 理論」が提唱されている。「HM 理論」

は消費者が商品に対して抱く要求を必要条

件（H 要因）と魅力条件（M 要因）に分ける

ことを示している。必要条件（H 要因）と

魅力条件（M 要因）について表 2 に示す。 

消費者のブランド名に対する要求（ブラ

ンド名が果たす役割）を HM 理論で分析した

例を以下に示す。 

（Ａ）必要条件（H 要因） 

快適で安心な生活を生み出すためのシ

ンボルとしての役割。 

（Ｂ）魅力条件（M 要因） 

自分が他者への優越感に浸ったり、他者

の自分への評価が高まることを可能にす

る役割。 

 

表 2：必要条件(H 要因)と魅力条件（M 要因） 

 条件 内容 

(a) 
必要条件 

（H 要因） 

最低限、みたしてほしい

品質 

(b) 
魅力条件 

（M 要因） 

品質向上とは直接関係

無いが満たして欲しい

要素 

 

５．所有感の分析と心理モデルの適用 

5-1.所有感の分析 

4 項に示す HM 理論を任意の商品に適用し

た場合、必要条件（H 要因）は各商品個別

の機能に該当し、魅力条件（M 要因）は各

商品が属する商品分類の役割に該当する。

一般に「物」について日常生活の中でその

状態を身近に感じる必要性は、その「物」

の存在意義が利用中か否かに関わらず有効

な場合であると考えられる。そのため所有

者がそのものを所有していることについて

安心する場合、すなわち「所有感」を感じ

る場合はHM理論における必要条件（H要因）

と魅力条件（M 要因）の両方が満たされて

いる場合であると考えられる。 

 

5-2.心理モデルの適用 

電子化された「実体のない物」を表 1(1)

～(3)に当てはめた例を図 2 に示す。 

（a）「自我を拡大」について 

「自我を拡大」においては、社会的価値

を有していることを外部に示すための電子

化された「実態のない物」が主に該当する。

HP等においてそのサイトが社会的な規範に

則っていることを示す著作権表示、公式行

事への協賛表示等や、PostPet、i モード等

の様々なツールや複数言語に対応可能な一

般利用者の利便性に配慮した機能、希少性

等多様な商品価値を保証する情報等が実例

として挙げられる。 

（b）「自我の防衛」について 

「自我の防衛」においては、「実体のない物」

自身に起因する問題発生を防ぐための電子

化された「実体のない物」が主に該当する。

電子チケット等の電子的権利・価値におい

て、なりすましによる使用や違法なコピー

を防ぎ公正な利用環境を実現するための、

暗証番号等のセキュリティ機能が実例とし

て挙げられる。 

（c）「快楽」について 

「快楽」においては、所有者自身が楽し

むための電子化された「実体のない物」が

主に該当する。ゲームや着メロ等の電子コ

ンテンツが実例として挙げられる。 

本発表では、電子的価値・権利の発展に

伴い電子化された「実体のない物」の高付

加価値化が進み、「自我を拡大」に分類され

る「物」の割合が他の 2 つと比較して増加
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すると考えられることから、検討対象を「自

我を拡大」に分類される電子化された「実

体のない物」に絞って検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．「実体のない物」における「所有感」の 

実現 

「自我を拡大」するに分類される電子化

された「実体のない物」求められる条件を

必要条件(H 要因)と魅力条件(M 要因)に分

けて整理し、その実現手法を示す。 

「自我を拡大」するに分類される電子化

された「実体のない物」に「所有感」を与

えるため必要な機能は以下の 3 つとなる。 

(1) 多様なプロトコルに対する IF 機能 

(2) 流通している電子化された「実体の

ない物」に対する状態管理機能 

(3) 状態情報提供における提供対象者に

ついての本人認証機能 

(1)についての魅力条件(M 要因)としては

利用者に対する情報通信ツールによらない

利便性提供が該当する。その実現のため必

要とされる必要条件(H 要因)として、上記

の多様なプロトコルに対する IF 機能の実

装が必要となる。 

(2)についての魅力条件(M 要因)としては

希少性証明情報の提供が該当する。そのた

めの必要条件(H 要因)として、既に流通し

ている電子化された「実体のない物」につ

いて有効/無効(破棄)等の状態管理機能が

挙げられる。 

また、(3)については魅力条件(M 要因)と

しては(2)と同じであるが、それを実現する

ためのセキュリティ管理の観点からの必要

条件（H 要因）として、状態情報の流出・

漏洩等を防ぐため、利用者に対する本人認

証機能が挙げられる。 

 

7．まとめと今後の課題 

本発表では購買動機と役割の分類に着目

して「自我を拡大」に区分される電子化さ

れた「実体のない物」の「所有感」を効果

的に創出する実現手法を提案した。 

今後は 6 項で示した機能に加えて、所有

者が気づかないうちに電子化された「実体

のない物」が改竄、複製などの不正操作を

されないためのセキュリティ技術、電子化

された「実体のない物」の所有者が変更さ

れる際のプライバシー保護に配慮した情報

の引継ぎまたは破棄などについて検討を進

めていく予定である。 

また個人モバイル端末と「電子化された

「実体のない物」との間のローカル通信に

関して赤外線通信技術との連携、個人モバ

イル端末や電子化された「実体のない物」

を認識する ID センシング技術との連携も

視野に入れて検討を進める必要がある。 
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図 2：電子化された「実体のない物」の例 
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